
 

 

第１章 総論 

◆ 本計画の趣旨 

・本市の要配慮者の対策の基本的事項を定める。 

◆要配慮者 

・千葉市地域防災計画では、「要配慮者」を「災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自

らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々」と定義

とし、以下に掲げる類型としている。 

 

 

 

 

 

第２章 要配慮者支援対策の体制整備 

◆基本的な考え方 

・要配慮者の安全確保のため、それぞれの状況に合わせた的確な支援が必要となる。 

・自助、共助、公助で役割を分担し、これらが協力・連携して、平常時から支援体制の整備を推進して

いく。 

◆市の体制整備 

・平常時は、「要配慮者対策推進部会」を設置し、本計画に基づく施策の進行管理や本計画に基づく事務

の実施にあたる。 

・災害時は、「市要配慮者支援班」を設置し、区災害対策本部と連携して、要配慮者支援にあたる。 

◆要配慮者・町内自治会等の取組み 

・災害時の避難支援等のため、地域と要配慮者の関係づくりを通じて、災害への備えを進める。 

 

第３章 

◆避難準備情報等についての理解促進・体制整備 

・市は、避難準備情報等の発令を適切に行う体制を整備し、また、市民に確実に伝達する手段・体制を

整備する。 
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①高齢者、②視覚障害者、③聴覚・言語障害者、④肢体不自由者、⑤内部障害者、⑥知的障害者、

⑦発達障害者、⑧精神障害者、⑨難病患者等、⑩乳幼児、⑪妊産婦、⑫外国人等、⑬災害時負傷

者、⑭災害孤児等、⑮地理に不案内な旅行者等 

 



 

第１章 避難行動要支援者情報の共有等 

◆避難行動要支援者名簿の作成及び共有 

・市は、避難行動要支援者の避難支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害か

ら保護するため、避難行動要支援者名簿を作成し、市の関係課等で共有する。 

・名簿掲載対象者は、①６５歳以上の独居の高齢者で要支援１・２又は要介護１・２の方、②要介護３・

４・５の方、③重度の障害者の方（内部障害を除く）、④重症認定を受けている難病患者（小児慢性特

定疾患含む）の方、⑤特別の事情を有する方で支援を希望する方、としている。 

◆避難行動要支援者名簿の名簿情報の提供 

・災害発生時における円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援するため、避難行動要支援者本人から拒

否の意思表示がない限り、名簿情報を避難支援等関係者に提供する。 

・避難支援等関係者は、千葉県警察、千葉市社会福祉協議会、町内自治会、自主防災組織、マンション

管理組合、としている。 

 

 

第２章 避難支援等 

◆避難支援等の基本的な考え方 

・本計画において、避難支援等は、情報伝達、安否確認、避難支援の３つの類型に大きく分類する。 

情報伝達…災害情報の把握に支援が必要な場合、避難準備情報などの情報提供を行う。 

安否確認…避難行動要支援者の安否が不明な場合は、電話や戸別訪問により、避難行動要支援者の 

状況確認を行う。 

避難支援…ひとりや家族の支援のみでは避難が困難な場合、指定避難所等の安全な場所までの 

移動を支援する。 

◆支援体制の構築 

・市は、地域住民が平常時から避難行動要支援者名簿により地域に住む避難行動要支援者を把握し、支

援体制の構築に取り組めるよう、町内自治会等に制度を周知するとともに、支援体制の構築方法をマ

ニュアル等で示す。 

・町内自治会等は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、支援者や避難経路、配慮が必

要な事項等を定めた「支えあいカード」や要支援者の所在地等を記した「要支援者ＭＡＰ」の作成、

その他、地域の実情に応じた避難支援等の実施方法の確立など個別計画の作成を進め、平常時から支

援体制を構築する。 

・避難行動要支援者は、地域と交流する、家具転倒防止金具取付け等の基本的な備えをする。 

◆情報伝達の実施 

・市は、避難準備情報等を発令した場合は、避難行動要支援者や要配慮者関連施設に対し、情報伝達を

第２編 避難行動要支援者の避難支援等 



実施する。 

・地理に不案内な旅行者等で、帰宅困難者になった者に対し、市ホームページや緊急速報メール等によ

り、「むやみに移動しない」等の基本原則を周知する。 

・外国人等に対する情報伝達の方法を調査研究し、検討を進める。 

◆安否確認・避難支援の実施 

・市は、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合、被害状況等を勘案しながら、安否確認・

避難支援を実施する地域を決定し、町内自治会等や民生委員に安否確認・避難支援を要請し、これら

による避難支援等の実施を支援する。 

・町内自治会等は、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合、避難支援等を実施する。 

・市は、被害が甚大である等、町内自治会等だけでは安否確認・避難支援ができない場合は、民生委員

や千葉県警察、千葉市社会福祉協議会等と連携しながら、避難支援等を実施する。 

◆関係団体等との連携 

・避難行動要支援者の安否確認・避難支援等のため、千葉県警察、千葉市社会福祉協議会、千葉市国際

交流協会、福祉サービス提供者等と連携を図る。 

 

 

 

第１章 避難所等における配慮 

◆避難所の設置・運営 

・本市における福祉避難所の類型として、身近な地域の福祉避難所を「福祉避難室」、専門性の高いサー

ビスを提供する福祉避難所を「拠点的福祉避難所」の２種類とし、災害時の様々な要配慮者のニーズ

に対応する。 

・避難所の設置・運営等においては、要配慮者の類型や性別によるニーズの違いに極力配慮を行う必要

があるため、市は、避難所担当職員のほか、共助の考え方を基本として、避難所運営委員会及びその

他避難者の協力を仰ぐよう努める。 

・指定避難所に要配慮者に配慮したスペースを確保し、また必要に応じて「福祉避難室」を開設できる

よう物資の備蓄等をする。 

・専門性の高いサービスを必要とする要配慮者のため、「拠点的福祉避難所」を指定しておく。 

・地理に不案内な旅行者等のため、一時滞在施設の指定をしておく。 

◆在宅避難の要配慮者に対する支援 

・特殊な事情があって自宅等に残る在宅避難の要配慮者に対し、町内自治会等と連携し、状況確認や支

援を実施する。 
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